
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
徳
島
未
来
創
造
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
徳
島
未
来
創
造
基
金
条
例
（
平
成
三
十
年
徳
島
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

徳
島
県
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
未
来
創
生
基
金
条
例

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
設
置
）

第
一
条

県
民
の
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
参
加
す
る
社
会
的
機
運
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
の
国
際

競
技
大
会
の
成
果
を
継
承
し
、
本
県
の
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化
を
振
興
す
る
こ
と
に
よ
り
、
活
力
あ
る
徳
島
の
未
来
を
創
生
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
徳
島
県
ス
ポ
ー
ツ

・
文
化
未
来
創
生
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

改
正
前
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
徳
島
未
来
創
造
基
金
条
例
に
よ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
徳
島
未
来
創
造
基
金
は
、
改
正
後
の
徳
島
県
ス
ポ
ー

ツ
・
文
化
未
来
創
生
基
金
条
例
に
よ
る
徳
島
県
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
未
来
創
生
基
金
と
み
な
す
。

再
校

　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
徳
島
未
来
創
造
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門

徳
島
県
条
例
第
十
一
号
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